
提

出

者

川

田

悦

子

平
成
十
五
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

八

六

号

不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

先
に
提
出
し
た
「
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆

質
一
五
五
第
一
六
号
）
の
第
一
項
に
対
し
、
同
答
弁
書
は
、
「
地
方
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
付
の

日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
」
「
救
済
命
令
を
命
ぜ
ら
れ
た
使
用
者
は
、
そ
の
確
定
に
至
る
前
に
お

い
て
も
そ
の
命
令
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
政
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
救
済
命
令
を
命
ぜ
ら
れ
た
使
用
者
の
命
令
不
履
行
は
行
政
上
の
義
務
違
反
と
し
て
違
法
だ
と
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
が
、
か
か
る
命
令
不
履
行
が
違
法
か
否
か
、
端
的
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

二

ま
た
、
同
質
問
主
意
書
第
二
項
の
救
済
命
令
不
履
行
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
は
、
「
不
当
労
働
行
為
審
査
制
度
を
所
管

す
る
厚
生
労
働
省
は
、
同
（
労
働
組
合
）
法
第
七
条
に
規
定
す
る
個
別
の
不
当
労
働
行
為
事
件
に
つ
い
て
、
使
用
者
に
対

し
、
行
政
指
導
す
る
立
場
に
は
な
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
厚
生
労
働
省
は
労
働
組
合
法
第
七
条
に
規
定
す
る
個
別
の
不
当
労
働
行
為
事
件
に
つ
い
て
行
政
指
導
す
る
立

場
に
は
な
い
。
し
か
し
、
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
さ
れ
た
有
効
な
行
政
処
分
に
対
す
る
違
反
行
為
、
す
な
わ
ち
労

働
委
員
会
命
令
不
履
行
と
い
う
行
政
上
の
義
務
違
反
の
是
正
指
導
は
所
管
官
庁
の
権
限
内
に
あ
る
。

一



だ
と
す
れ
ば
、
か
か
る
行
政
上
の
義
務
違
反
行
為
を
放
置
す
る
の
は
所
管
官
庁
と
し
て
不
適
切
で
あ
り
、
義
務
違
反
行
為

が
是
正
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


